
［住宅部会䛾理念］  （2004 年 7 月制定、2005 年 4 月、2011 年 2 月、2014 年 9 月、2023 年 4 月改訂） 

 

䕔住宅部会について  

「建築物」䛿、建築主だけでなく、社会にとっても大切な資産です。住宅部会䛿、（公益社団法人）日本建

築家協会（JIA）䛾理念に基づき、市民に最も身近な建築である「住宅」を通して、美しく住みやすい街と

持続可能な社会、創造性豊かな住文化䛾構築に寄与することを目的としています。   

 

䕔住宅部会䛾活動   

１）建築家䛾▱㆑や能力を活⏝し、社会に貢献する活動をします。  

２）建築家䛾⫋能を社会に広䜑る活動をします。  

３）会員䛾資㉁ྥ上をᅗり、┦䛾ぶ╬を῝䜑る活動をします。   

 

䕔活動䛾基本  

（公益社団法人）日本建築家協会関東甲信越支部䛾部会であり、会員による自主的で、営利を目的とし

ない活動を行います。 

 



[住宅部会 規則] （2004年7月制定、2005年4月、2011年2月、2014年9月、2023年4月、2025年4月改訂）

第1条（名称）
この団体は「公益社団法人日本建築家協会（JIA）関東甲信越支部住宅部会（略称：JIA住宅

部会）」と称します。

第２条（所在地）
この団体を次の所在地に置きます。

〒150-0001　渋谷区神宮前2-3-18 JIA館４階　TEL:03-3408-8291

第３条（目的）

「建築物」は、建築主だけでなく、社会にとっても大切な資産です。住宅部会は、公益社団法

人日本建築家協会（JIA）の理念に基づき、市民に最も身近な建築である「住宅」を通して、美

しく住みやすい街と持続可能な社会、創造性豊かな住文化の構築に寄与することを目的とし

ています。

第４条（構成員）

1、 住宅部会は、下記の人たちによって構成されます。

 ◎住宅部会・名誉会員（以下、部会名誉会員） JIA 会員、または元会員で、住宅部会に多大

な貢献をされ、部会で推薦・承認された方

 ◎住宅部会・正会員（以下、部会正会員） JIA の正会員（正会員・フェロー会員）または名誉

会員で、住宅部会に活動費を納入し登録した方

◎住宅部会・協力会員（以下、部会協力会員） JIA の協力会員（法人協力会員・個人協力会

員）で、住宅部会に活動費を納入し登録した方

 ◎住宅部会・研究会員（以下、部会研究会員） JIA の準会員（専門／シニア／ジュニア/学

生会員）、または JIA に所属していない個人で、住宅部会に活動費を納入し登録した方

2、この団体への加入または脱退については随時可能とします。

第５条（役員）

1、この団体は次の役員（事務局）を置きます。

部会長１名、副部会長２名、会計１名、名簿（ML）管理１名、CPD 担当１名、広報担当（HP、

FB、チラシ、JIA 支部・本部担当など）数名を基本とします。

2、 毎年度「総会」を開催し、役員（事務局）の選任を行います。

3、部会正会員から、部会長 1 名、副部会長 2 名を、毎年 12 月末に部会で合議の上、選任

します。部会長の任期は、原則１年とします。副部会長は、１名を前部会長、１名は次期部会

長とします。

第６条（運営）

1、総会は住宅部会・正会員の3分の1の出席（委任状含む）をもって成立する。

2、定時総会は年に１度、４月に行います。

3、総会にて、会計報告及び次年度の予算案、役員（事務局）の選任を行います。年度は４月

１日から３月末日までとします。その議事は出席者の過半数の同意をもって決定します。

4、諸問題が発生した場合は、臨時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の合議に

よって決定します。

第７条（活動）

この団体の主な活動は以下のとおりとする。

1、活動の基本： （公益社団法人）日本建築家協会関東甲信越支部の部会であり、構成員に

よる自主的で、営利を目的としない活動を行います。

2、部会の定期開催： 会議を中心とした「部会」は、年度ごとに、名称や開催日程を規定し、運

営を行います。月１回の開催を基本とします。

3、ワーキンググループ（WG）： 建築に関わるテーマであれば、構成員が自由にワーキンググ

ループ（WG）を立ち上げ、メンバーを募る事ができます。 ただし部会の承認が必要です。

4、災害ボランティア活動支援：住宅部会、及び住宅部会構成員による災害ボランティア活動

を支援することを目的としてファンドを設け、災害ボランティア活動を行います。

第８条（財務）
1、活動に必要な資金は、構成員からの部会活動費を充てるものとします。

2、資金については会計が適正に管理を行い、四半期ごとに代表者及び上部組織である公益

社団法人日本建築家協会に報告、閲覧を受けるものとします。

第９条（改正） この規則は住宅部会・正会員の過半数の同意をもって改正することが出来ます。

第１０条（設立年月日） 本会の設立年月日は１９７５年９月１２日とします。

第１１条（規則施行日） 本規則は２０２５年４月１７日より施行します。（２０２５年４月改訂）



［住宅部会⣽則］  （2011 年 2 月制定、2014 年 9 月、2023 年 4 月改訂） 

 

䕔部会䛾活動方㔪 

部会䛾活動方㔪䛾決定䛿、名誉会員、正会員、協力会員、研究会員䛾合議によります。 

䕔部会、ワーキンググループ、䜲䝧ン䝖、䝉䝭䝘ー 

て䛾会員䛿、部会およびワーキンググループにཧ加できます。また住宅部会が主催する、会員（୍⯡）ྥ

け䝉䝭䝘ー、ぢ学会、ᒎ♧会 など䛾䜲䝧ン䝖にཧ加できます。 

䕔災害ボランティア活動支援ファンド （称：災害ファンド） 

ファンド䛾適⏝、㏵、支ᘚ䛾 決定及び支ᘚ㢠について䛿ู㏵、「住宅部会災害ボランティア活動支援フ

ァンド運⏝ルール」に定䜑ます。 

䕔部会活動費 

部会活動費として、部会正会員および部会協力会員䛿、䢠５０００／年、部会研究会員䛿䢠３０００／年を、

そ䛾年度ごとにᣦ定される 住宅部会䛾ཱྀᗙに㎸みます。なお、１０月以㝆に入会される場合䛿、ึ年度

䛾部会活動費䛾み半㢠とします。（部会正会員、部会協力会員䛿䢠2500／部会研究会員䛿䢠1500） 

䕔構成員登録䛾᭦᪂  

毎年度、6 月 30 日までに部会活動費を納入することで、構成員登録䛾᭦᪂となります。  

ただし、名誉会員䛿㝖く 

䕔「住宅部会通信」䛾㓄信  

す䜉て䛾会員に、月１~２回、E メールにて「住宅部会通信」が㓄信されます。 

䕔住宅部会・HP（䝩ー䝮䝨ージ）へ䛾ᥖ㍕ 

名誉会員、正会員、協力会員、研究会員、䛿会員୍覧䝸䝇䝖に報をᥖ㍕できます。 

䕔住宅部会・メー䝸ング䝸䝇䝖（ML）へ䛾登録 

て䛾会員䛿、住宅部会䛾メー䝸ング䝸䝇䝖(ML)にཧ加し、自由に会員㛫で䛾報を行䛖ことができます。 

䕔住宅部会 Facebook 会員専⏝グループ䝨ージへ䛾登録 

て䛾会員䛿、住宅部会 Facebook 会員専⏝グループ䝨ージに登録することができます。  

䕔住宅部会へ䛾入会 

  「住宅部会䛾理念に㈶同し、✚ᴟ的に活動ができる方」であれ䜀、部会正会員、部会協力会員、あるい䛿

部会研究会員䛾い䛪れかに、 随時入会が可能です。 

䕔住宅部会へ䛾入会（退会）方法 

  住宅部会䛾代表アド䝺䝇ᐄに入会ᕼᮃ䛾᪨をఏ䛘、ま䛪部会にཧ加し、部会䛾理念、活動を理ゎした上で、

入会⏦㎸フ䜷ー䝮に必要事 㡯を記㍕しメールで⏦㎸みます。部会活動費を納入し入会ᡭ続き䛿です。

また退会䛾㝿にも代表アド䝺䝇ᐄにᒆけ出が必要です。 
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